
第２学年後期   教科名：地域保健学 

 

■一般目標（GIO） 

  

広く国民の健康にかかわる公衆衛生と生活環境の基礎的事項を学び，国

民の健康づくりの担い手として社会に貢献するという自覚と，将来，地域

保健行政の一部に参画できるための基本的な知識を修得する。 

 

■到達目標（SBOs） 

・国民全体の保健対策について国・都道府県・市町村の果たす役割を列挙

できる。 

・母子保健，学校保健，産業保健，成人・高齢者保健，障害者保健について

説明できる。 

 

■ 

 

教 科 書 

 

： 

 

１口腔衛生学（学建書院）  

■ 参 考 書 ： 指定しない 

■ 授 業 時 間 ： 木曜日９：00 ～９：50 

■ ｵ ﾌ ｨ ｽ ｱ ﾜ ｰ ： 田中秀樹 木曜日 17：00～18：00（tanaka.hideki@nihon-u.ac.jp） 

中井久美子 講義終了後に質問を受け付ける。 

福澤京子 講義終了後に質問を受け付ける。 

■ 授業の方法 ： 講義形式 

■ 準備学習・ 

準備学習時間 

 

： 

事前に必ず基本的な内容は教科書を読んで理解しておくこ

と。各々授業時間相当を充てて予習と復習を行うこと。 

■ 成績評価方法 ： 中間試験（30％）と定期試験（70％）をもとに総合的に評価

する。 

■ 注 意 事 項 ： 必要に応じてプリントを配布する。 

■ 実 務 経 験 ： 田中秀樹：歯科医師として歯科の一般治療と予防処置ならびに学

校歯科検診に従事した経験から，地域歯科保健活動の重要性を説

明する。 

中井久美子：歯科医師として歯科の一般治療と予防処置ならびに

学校歯科検診に従事した経験から，地域歯科保健活動の重要性を

説明する。 

福澤京子：歯科医師として歯科の一般治療と予防処置ならびに学

校歯科検診に従事した経験から，地域歯科保健活動の重要性を説

明する。 

 

 

■予定表  

授業日・担当者 講 義 項 目 学 修 目 的・到 達 目 標 

第１回 

10 月 1日 

田中秀樹 

１.地域保健 
1)地域保健の意義・ 
  概要 

・  地域歯科保健活動の意義を説
明できる。 
 



授業日・担当者 講 義 項 目 学 修 目 的・到 達 目 標 

第２回 

10 月８日 

田中秀樹 

１.地域保健 

1)地域保健の関係 

 法規 

2)我が国の保健施策 

・  法規とともに説明できる。 
・ 地域保健法に基づく保健所と

市町村保健センターの役割に

ついて説明できる 

第３回 

10 月 15日 

福澤京子 

２.母子保健 

1)意義・目的 

2)母子保健統計 

3)法的根拠 

 

・ 母子保健の意義・目的を説明で

きる。 

・ 母子保健法を中心とする母子保

健に関連する法律を説明でき

る。 

第４回 

10 月 22日 

田中秀樹 

２.母子保健 

4)母子保健活動の概要 

・ わが国の母子保健活動の概要を

説明できる。 

・ 母子保健統計の意義とその動向

について説明できる。 

第５回 

11 月５日 

福澤京子 

２.母子保健 

5)１歳６か月児歯科健

康診査 

6)３歳児歯科健康診査 

・ １歳６か月児健康診査および３

歳児健康診査における歯科健康

診査の内容について説明でき

る。 

第６回 

11 月 12日 

福澤京子 

３.学校保健 

1)意義・目的 

2)法的根拠 

3)学校保健活動の概要 

 

・ 学校保健の意義・目的を説明で

きる。 

・ 学校保健安全法を中心とする学

校保健に関連する法律を説明で

きる。 

・ 保健教育，管理および組織活動

の概要を説明できる。 

第７回 

11 月 19日 

中井久美子 

３.学校保健 

4)歯科疾患の状況 

（DMF について） 

 

・  児童・生徒の口腔の健康状態
について説明できる。 

・ 学校保健統計調査の結果を中

心に発育期に認められる口腔

疾患について説明できる。 

第８回 

11 月 26日 

福澤京子 

３.学校保健 

5)学校歯科保健活動 

 の内容・法的根拠 

 

・  小児・青年のための歯科保健
活動（保健管理と保健教育）
について説明できる。 

・  学校保健安全法に拠る保健管
理を説明できる。 

・ 学校教育法に拠る歯科保健に

関する保健教育を説明でき

る。 

第９回 

12 月３日 

田中秀樹 

４.産業保健 

1)意義・目的 

2)法的根拠 

・産業従事者に対する保健活動の

意義・目的を説明できる。 

・ 産業従事者の健康状態を説明で



授業日・担当者 講 義 項 目 学 修 目 的・到 達 目 標 

3)職業病 

4)産業保健対策 

きる。 

・ 労働安全衛生法などの労働衛生

法規を説明できる。 

・ 産業保健対策の基本となる労働

衛生の 3管理とトータルヘルス

プロモーションを説明できる。 

第 10回 

12 月 10日 

福澤京子 

４.産業保健 

5)歯科疾患の状況 

6)口腔領域の職業病 

7)活動内容・法的根拠 

 

・  成人労働者における口腔の健
康状態について説明できる。 

・ 特定の職場や作業で生じる口

腔疾患について説明できる。 

・  労働者のための歯科保健活動
の現状について説明できる。 

・  労働安全衛生法をはじめ，産
業歯科保健活動に関係する法
令について説明できる。 

第 11回 

12 月 17日 

田中秀樹 

５.成人・高齢者保健 
1)意義・目的 
2)関連法規 
3)成人・高齢者におけ

る歯科疾患の概要 
4)成人歯科保健活動 

5)特定健康診査・特定
保健指導 

  

・  成人・高齢者保健の意義と目
的を理解し現状を把握する。 

・  健康増進法に基づく成人保健
事業について説明できる。 

・  成人期と高齢期の口腔保健の
状態と，歯科保健活動につい
て説明できる。 

・ 高齢者の医療の確保に関する法

律に基づく特定健康診査・特定

保健指導について説明できる。 

第 12回 

1 月 14日 

田中秀樹 

６.要介護者•障害者 

 保健 

1)介護予防における歯

科保健 

2)要介護者・障害者の

歯科保健活動 

・ 要介護者・障害者の歯科保健活

動の概要を説明できる。 

第 13回 

１月 21日 

田中秀樹 

７.災害時の歯科保健 

１） 被災地での歯科保

健活動 

８.国際協力と関連機関 

１） 開発途上国への歯

科保健医療協力 

２） 国際保健目標 

・ 災害における保健医療対策と対

応を説明できる。 

・ 国際交流と国際協力を説明でき

る。 

第 14回 

１月 28日 

田中秀樹 

平常試験および解説 ・ 第 1回から第 13回で学んだ内

容について、試験によって理解

度を確認する。  


